
 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

所
持
禁
止
対
象
と
な
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
定
め
る
内
閣
府
令
等
を
早
期
に
制
定
す
る
と
と
も
に
、
本
法
の
運
用
に
当
た
っ
て

は
、
明
確
な
運
用
基
準
を
都
道
府
県
警
察
に
示
し
て
、
そ
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

二 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
厳
格
な
審
査
や
的
確
な
行
政
処
分
に
よ
る
不
適
格
者
の
排
除
等
が
確
実
に
実

施
さ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
指
導
・
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
禁
止
及
び
許
可
制
導
入
に
つ
い
て
、
販
売
・
輸
入
事
業
者
を
始
め
国
民
に
対
し
て
積
極
的
に
広
報
啓

発
を
行
う
こ
と
。
と
り
わ
け
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
既
に
所
持
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
経
過
措
置
期
間
中
の
許
可
申
請
や
廃
棄

手
続
が
円
滑
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
法
改
正
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 

四 

ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
入
手
経
路
の
大
半
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
取
引
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
間
の
売
買
を
含
め
、
事
業

者
と
も
協
力
の
上
、
そ
の
監
視
及
び
取
締
り
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
関
係
機
関
と
も
緊
密
に
連
携
し
、
ク
ロ
ス
ボ

ウ
の
輸
入
時
の
審
査
・
検
査
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

令

和

三

年

四

月

十

五

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 


